
࿤
当事業団は尼崎市が設置した社会福祉施設を管理運営し、市と一体となって社会福祉事業の進展と市民福祉

の向上を図ることを目的とする法人です。

事業団が運営している施設は下記の通りです。

࿥ 募集内容
① 勤務先は下記の施設勤務の予定です。

また、その後において配置換え等により採用時と異なる勤務先となる場合があります。

࿦ 採用試験及び採用に関する事項

結果発表
採用試験後、概ね2週間後に郵便にて通知します。

内定後、採用前健康診断の結果をもって決定します。

採用日 随時

受験申込時に

必要なもの

①受験申込書 ②資格証明書写し

③返信用封筒（長3号）1通（合否通知に使用しますので110円切手貼付、宛名明記）

※受験票及び受験に際しての連絡事項を送信致しますので受験申込書メールアドレ

ス欄は必ずご記入下さい。　　　　　　　        

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま

た、迷惑メール対策等でドメイン指定を行っている場合は受信できるように設定を

お願い致します。　　　　　　　　                                                                    　　                                                   

                                           　　アドレス：recruit@amashaji.jp

採用人数 若干名

試験内容 作文及び面接　　※内定者のみ採用前雇入健診の受診あり

試験日時等 日　　程： 随時（お申し込み後、ご連絡致します。）

試験場所
尼崎市三反田町1丁目1番1号　

尼崎市教育・障害福祉センター2階　事務局　　　　　　TEL:06-6423-2831

【令和7年度随時採用】 職員募集要項

正規職員【　指　導　員　】

事業団概要

【尼崎市尼崎学園】

神戸市北区道場町塩田3083番地

社会福祉法⼈尼崎市社会福祉事業団

⺟⼦⽣活⽀援施設
サン野菊尼崎

⾝体障害者福祉ｾﾝﾀｰ
尼崎市⽴

⾝体障害者福祉ｾﾝﾀｰ

児童養護施設

尼崎学園
福祉型児童発達⽀援ｾﾝﾀｰ 尼

崎市⽴たじかの園
⾝体障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
尼崎市⽴⾝体障害者

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

福祉型児童発達⽀援ｾﾝﾀｰ
尼崎市⽴あこや学園

事務局



࿧ 受験資格等

年 4 月 2 日

①

②

③

④

⑤

⑥

࿨ 給与及び勤務時間等

（ （

　

࿩ 問い合わせ先
(　 ）

(　 ）

recruit@amashaji.jp
（06）6423-2831　

※受付時間：月曜日～金曜日（祝日除く）8時45分～17時30分

　担当：西﨑（ﾆｼｻﾞｷ）・大柿（ｵｵｶﾞｷ）

メールアドレス：

電話：

送 付 先 〒 661-0024

お問合せ 尼崎市三反田町１丁目１番１号　尼崎市教育・障害福祉センター２階

社会福祉法人 尼崎市社会福祉事業団　本部事務局

休 日 等

・年間休日１２０日

・年次有給休暇を年間２０日付与（4月1日採用の場合）

・その他（　夏季休暇・子の看護休暇・介護休暇等あり）

・産前産後休暇（有給）

・育児休業（子が3歳になる日まで取得可能）

勤務時間

●7時間45分 /日　　　●３８時間４５分/週

ローテーション勤務・宿直あり（月5回程度）

①早出勤務（　7：00　～　15：45　）

②日中勤務（　9：00　～　17：45　）

③遅出勤務（ 13：15　～　22：00　）

④断続勤務（　7：00～8：45のち 16：00～22：00）※月2回程度

各種手当 通勤手当
住宅手当　　　

　　（上限27,000円

）

扶養手当
宿直手当　　　

　（1回6,100円）

社会保険 健康保険 厚生年金 雇用保険 労働保険

賞　与
年2回支給（採用当初は期間率を乗じた額）

R6年度実績 6月 2.25 月分） 12月 2.35 月分）

※民間経験等の年数に応

じ決定します。
短大卒（2年制） 232,606

円
276,860

円

給与月額

※地域手当及び調整手当

を含む 高　　卒 216,583
円

270,429
円

大　卒（4年制） 249,610
円

280,675
円

最終学歴 民歴経験なし 採用時上限

保育士資格を有する者

都道県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の養成施設を卒業した者

高校卒業以上の者で児童福祉施設に2年以上の実務経験を有する者

※採用日までに該当見込みの者も可

昭和 41 以降出生の者で、次のいづれかに該当する者

精神保健福祉士、社会福祉士又は社会福祉主事任用資格を有す者

学校教育法の規定による大学で福祉・社会・教育・心理学部（学科）を卒業した者

幼稚園、小学、中学又は高校の教員免許を有する者


